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学校法人「札幌学園」 

真駒内幼稚園 運営規程 

〔施設の目的及び運営の方針〕 
第1条 真駒内幼稚園（以下「本園」という。）の目的、名称及び位置は、真駒内幼稚園園則

（以下「園則」という。）第 1 条以下に定めるとおりとする。 
2 本園は、教育基本法（平成 18 年法律第 120 号）、学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）

及び子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65号）、その他の関係法令並びに関係条例
を順守して運営する。 

〔子どもの区分ごとの利用定員〕 
第2条 本園の子ども・子育て支援法第 31 条第 1 項の利用定員は、次のとおりとする。 
（1） 1 号子ども 150 人 

〔教育を行う日及び時間等〕 
第3条 本園の教育を行う日及び時間等は、園則第 8条および第 9条に定めるとおりとする。 

〔提供する教育の内容〕 
第4条 本園の教育課程その他の教育の内容は、園則第 10 条に定めるとおりとする。 

〔利用の開始及び終了に関する事項等〕 
第5条 本園の入園、退園、休園、修了等に関する事項は、園則第 11 条から第 14 条を基本

とする。加えて、入園を希望する幼児の保護者は、入園願書並びに同意書（特定負担額等
の保護者利用負担金、および園則、運営規程等についての同意を求める書面）を指定の期
日までに園長に提出するものとする。 

2 利用定員の総数を超える利用の申込みがあった場合は、本園の教育理念に基づく選考、
または受付順、抽選等、事前に園長が定めて保護者に明示した方法により選考する。 

3 前項の選考方法その他入園に必要な手続きは、毎年度、募集要項を定めて明示する。 

〔職員の職種、員数及び職務の内容〕 
第6条 本園におく教職員組織は、園則第 16 条を基本とし、以下に定めるとおりとする。 
（1） 園長 （2） 園長代理および副園長 
（3） 総務 （4） 主任・副主任および主幹教諭 
（5） 各種リーダー （6） 各種サポーター 
（7） 教諭 （8） 職員（事務、バス業務等） 
（9） 各種パート （10） 園医（歯科医を含む） 
（11） その他 

2 前項の職員の職務は、学校教育法その他の関係法令の定めるところによる。 
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〔保護者から受領する利用者負担〕 
第7条 本園においては、札幌市子ども・子育て支援法施行条例（平成 26年札幌市条例第 48

号。以下「条例」という。）第 14 条第 1 項の規定により、園児の居住する市町村が定め
る額の利用者負担額を保護者から徴収し、当該市町村から施設型給付等を法定代理受領
する。 

2 本園は、条例第 14条第 3 項の規定により、教育の質的向上等を図るため、次に掲げる特
定負担額を徴収し、その金額および徴収時期は、園則第 17 条に定めるとおりとする。 

（1） 教 材 費 （教育環境の充実） 
（2） 施設設備資金 （施設設備の維持更新のため） 
（3） 教育充実費 （園児数に対する教員配置の充実のため） 

3 本園においては、条例第 14 条第 4項の規定により、次のとおり実費を徴収する。 
（1） 給 食 費 月 額 03,750 円 
（2） バス維持費 月 額 03,000 円 

4 入園にかかる納付金として、次に掲げる費用を徴収し、その金額および徴収時期は、園則
第 17 条に定めるとおりとする。 

（1） 入園検定料 
（2） 入園準備金 

5 その他の納付金として、日本スポーツ振興センターの共済掛金、制服代、ＰＴＡ会費、行
事等の参加費があり、各金額については必要に応じて別途定め、Web等にて周知する。 

6 第 2項の特定負担額および第 3項の実費については、書面により保護者に事前に説明し、
第 2 項の特定負担額については、文書により保護者の同意を得る。 

7 第 1 項から第 5 項までの利用者負担額等のうち、月額または年額の徴収を行う費用につ
いては自動引落により受領するものとする。なお、直接の支払を受けたときは、当該費用
にかかわる領収証を保護者に交付する。 

8 新制度移行時に在園する保護者については、園則第 17 条第 2項を基本とし、当該費目に
ついて減額することがあるものとする。 

9 園則第 17 条第 3 項に定めるとおり、費用の未納・滞納が発生した場合は、原則として入
園の取り消し又は退園とする。 

10 入園準備金等の減免については、園則第 17 条第４項に定めるとおりとする。 

〔返 還〕 
第8条 本園が徴収した納付金の返還については、園則第 18 条に定めるとおりとする。 

〔緊急時における対応方法及び非常災害対策〕 
第9条 園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法（昭和 33 年法律第 56 号）および条

例第 33条に従って、市町村、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関との連携を図
る。 

〔虐待の防止のための措置に関する事項〕 
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第10条 園児に対する虐待を防止するため、教職員に対する研修等を行う。 

（付 則） 
1 この規程は、平成 30年 4 月 1日から施行する。 
2 令和２年４月 1日 一部改正（特定負担額・実費の変更） 
3 令和４年４月 1日 一部改正（利用定員減少および実費の記載方法変更等） 
4 令和６年４月 1日 一部改正（利用定員減少および第 7 条の実費金額変更と一部削除） 
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